
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
福
島
県
議
会
定
例
会
を
招
集
す
る
件                                             

五
五
二 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件
四
件                                                                 

五
五
二 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件                                                   

五
五
三 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
議

会
定
例
会
を
令
和
七
年
十
二
月
九
日
福
島
市
に
招
集
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
総

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
一
月

二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興

部
産
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名
浜

　福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰
巳
町
七
十
九
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
イ
オ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト 

代
表
取
締
役

　福
本

　剛
史 

（
変
更
後
）
ザ
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　倉
田

　浩
美 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称

　令
和
二
年
十
月
一
日 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

　令
和
二
年
十
月
二
十
九
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
一
月

二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興

部
産
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名
浜

　福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰
巳
町
七
十
九
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
ザ
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　倉
田

　浩
美 

（
変
更
後
）
ザ
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　イ
ア
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ビ
ッ
ク
リ
ー 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
六
年
一
月
十
九
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号 
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　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
一
月

二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興

部
産
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名
浜

　福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰
巳
町
七
十
九
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

　（
変
更
前
）
イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　岩
村

　康
次 

　（
変
更
後
）
イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　大
野

　惠
司 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

　（
変
更
前
）
ザ
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　イ
ア
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ビ
ッ
ク
リ
ー 

　（
変
更
後
）
ザ
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　代
表
取
締
役

　カ
ス
パ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ト
ラ
ウ
ト
ヴ
ァ
イ
ン 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

　１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

　令
和
六
年
五
月
二
十
三
日 

　２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

　令
和
六
年
五
月
二
十
七
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
七
年
十
一
月

二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興

部
産
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名
浜

　福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰
巳
町
七
十
九
番
地
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
（
小
売

業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
又
は
代
表
者
の
氏
名
の
変
更

　三
十
九
件
、
小
売
業
を
行
う
者
の
出
店

　十
件
、
小
売
業
を
行
う
者
の
退
店

　十
二
件
） 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
六
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の
期

日

県
道
田
村
安
積
線

　
　
郡
山
市
田
村
町
守
山
字
小
性
町
一
六
五

令
和
七
年
一
一
月
二
五
日

番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　市
田
村
町
山
中
字
江
下
四
五
番
二

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 
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